
男女共同参画に関する市民アンケート調査のお願い 
市民の皆様へ 
日頃から市政の推進につきまして、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申しあげます。 
さて、瑞穂市では、男女が互いにその人権を尊重し責任を分かち合い、あらゆる分野で、その個
性と能力を十分に発揮しながら、ともに生き生きと暮らせる「男女共同参画社会」の実現に向けて
「瑞穂市男女共同参画基本計画」の策定を進めることになりました。そこで、市民の皆様のお考え
やご意見をお聞かせいただき、男女共同参画基本計画を策定するうえでの基礎資料として活用して
いきたいと考えております。     
調査にご協力いただく方は、２０歳以上の方々から２，０００人（男女各１，０００人）を無作
為に抽出させていただき、そのお一人として、あなた様にアンケートのご協力をお願いすることに
なりました。調査は無記名で、お答えは全て統計的に処理いたしますので、ご迷惑をおかけするこ
とはありません。 
お忙しいところ誠に恐縮ですが、調査の趣旨をご理解いただき、是非ご協力くださいますようお
願い申しあげます。 

 
平成２１年１月 

瑞穂市長  堀   孝 正 
ご記入にあたってのお願い 

 
１．ご記入について 
① このアンケートは個人を対象としていますので、お送りした封筒の宛名のご本人
がお答えください。なお、ご本人が記入できない場合は、ご家族の方などにご助
力をいただきご記入ください。 

② お名前を記入していただく必要はありません。 
③ それぞれの質問で指定された数の○をつけてください。 
④ 「その他」の項目を選ばれた場合は、（  ）内に具体的な内容をご記入くださ
い。 

 
２．調査票の返送について 
 ① 同封の返信用封筒に入れ、切手を貼らずに１月３１日（土）までにご返送をお 

願いします。 
この調査についてのお問い合わせは、下記へお願いします。 
 
瑞穂市役所企画部 企画財政課 
住所  瑞穂市別府１２８８番地 
TEL  ３２７－４１２８    
FAX  ３２７－４１０３ 
Eメール   kikaku@city.mizuho.lg.jp 
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あなたご自身のことについておたずねします。

 
次のＡ～Ｈの設問の該当する番号１つに○をつけてください。 
 
A あなたの性別は？            
１．男性      ２．女性 

 
B あなたの年齢は？       （平成2１年1月1日現在の満年齢でお答えください。） 
１．20～29歳   ２．30～39歳   ３．40～49歳    
４．50～59歳   ５．60～75歳       
   
 
 
C あなたの居住地域はどちらですか？    

１．生津地域（馬場・生津） 
２．本田地域（本田・只越） 
３．穂積地域（別府・穂積・稲里） 
４．牛牧地域（十九条・牛牧・野田新田・野白新田・宝江・祖父江） 
５．西 地 域（七崎・居倉・森・田之上・唐栗・宮田・大月） 
６．中 地 域（重里・美江寺・十七条・十八条） 
７．南 地 域（古橋・横屋・中宮・呂久） 
８．その他  （                       ） 

 
 
D あなたの職業をお答えください。     

１．自営業・家族従業者（商工・サービス業、農林業、自由業） 
２．会社員、公務員、団体職員等（常勤） 
３．パート、アルバイト 
４．家事専業 
５．学生 
６．無職 
７．その他（                   ） 
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Ｅ あなたの配偶者の有無についておたずねします。 

１．未婚   ２．配偶者あり   ３．配偶者と離別   ４．配偶者と死別   

 
 
 
Ｆ Eで《２、配偶者あり》とお答えの方のみ、配偶者の方の職業をご回答ください。 
  （※ 配偶者が出産休暇や育児休業中の方も、働いているものとお考えください） 

１．自営業・家族従業者（商工・サービス業、農林業、自由業） 
２．会社員、公務員、団体職員等（常勤） 
３．パート、アルバイト 
４．家事専業 
５．学生 
６．無職 
７．その他（                   ） 

 
 
G あなたの家族構成は？          

１．単身世帯  （ひとり暮らし）（※単身赴任は除く） 
２．１世代世帯 （夫婦のみ） 
３．２世代世帯 （親と子） 
４．３世代世帯 （親と子と孫） 
５．その他の世帯（               ） 

 
 
H あなたにはお子さんがいらっしゃいますか。 
  一番下のお子さんはこの中でどれにあたりますか？ 

１．乳児（１歳未満）  ２．幼児（１歳以上）  ３．小学生  ４．中学生 
５．高校、大学、大学院生（高専、短大、専門学校を含む） 
６．学校は卒業した（中途退学も含む）  ７．妊娠中   ８．子どもはいない 
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男女の役割分担意識についておたずねします。 
 
問１．「男は仕事、女は家庭」に代表されるように、性別によって男女の役割を決め 

るという考え方について、あなたはどう思いますか。 
 
（該当する番号１つに○をつけてください） 

１．「男は仕事、女は家庭」がよい 
２．男女とも仕事をするが、家事・育児・介護は女性の役割である 
３．男女とも仕事をするが、家事・育児・介護は男性の役割である 
４．男女とも仕事をするが、家事・育児・介護は分担するのが望ましい 
５．「女は仕事、男は家庭」でもよい 
６．その他（                                ）

 
 

問２．子どもの育て方について「男の子は男らしく、女の子は女らしく」という考え
方がありますが、あなたはどう思いますか。 

 
（該当する番号１つに○をつけてください） 

１．「男の子は男らしく、女の子は女らしく」育てたほうがよい 
２．どちらかといえば、「男の子は男らしく、女の子は女らしく」育てたほうがよい 
３．どちらかといえば、性別にとらわれずに育てたほうがよい 
４．性別にとらわれずに、育てたほうがよい 
５．その他（                                ）
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問３．この問は、配偶者のある方におたずねします。それ以外の世帯の方は、問４へ
お進みください。 
あなたの家庭では、次の家事を主に誰が担っていますか。 
 
（ＡからＨまで、それぞれ該当する番号（１～５）の１つに○をつけてください） 

 主
に
夫 

夫
婦
が
協
力
し
て 

主
に
妻 

家
族
が
協
力
し
て 

そ
の
他 

Ａ．掃除 １ ２ ３ ４ ５ 

Ｂ．洗濯 １ ２ ３ ４ ５ 

Ｃ．食事のしたく １ ２ ３ ４ ５ 

Ｄ．食事の後片付け １ ２ ３ ４ ５ 

Ｅ．子どもの世話、教育、しつけ １ ２ ３ ４ ５ 

Ｆ．家計の管理 １ ２ ３ ４ ５ 

Ｇ．自治会行事などの参加 １ ２ ３ ４ ５ 

Ｈ．親や身内の介護 １ ２ ３ ４ ５ 
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男女共同参画についておたずねします。

 
問４．今後、男性が女性とともに、家事、子育て、介護、地域での活動に積極的に参

加していくためには、どのようなことが必要だと思いますか。 
 

(該当する番号すべてに○をつけてください）  

１．男性が家事などに参加することに対する男性自身の抵抗感をなくすこと 
２．男性が家事などに参加することに対する女性の抵抗感をなくすこと 
３．夫婦や家族間のコミュニケーションを良く図ること 
４．年長者やまわりの人が夫婦の役割分担等について、当事者の考え方を尊重すること
５．社会の中で、男性による家事、子育て、介護、地域での活動について、その評価を
高めること 

６．労働時間短縮（残業時間を減らすなど）や休暇（育児・介護休暇なども含む）を取
りやすい環境を整備することで、仕事以外の時間を多く持てるようにすること 

７．在宅勤務やフレックスタイム制度（※１）など、柔軟な働き方が可能になること  
８．男性が子育てや介護、地域での活動を行うための、仲間づくりを進めること 
９．仕事と家庭や地域でのその他の活動との両立などの問題について、男性が相談 
しやすい窓口があること 

10．その他（                             ） 
11．特に必要なことはない 

             
※１ フレックスタイム制度 
労働者が一定の定められた時間帯の中で、労働の始めと終わりの時間を自由に決定で
きる労働時間制度 
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問５．それぞれの家庭において、男女が共に「仕事と家庭を両立」をするためには、
どのような条件の整備が必要だと思いますか。 
 

（該当する番号３つに○をつけてください） 
 
１．年間労働時間を短縮することや、休暇の取りやすい職場環境づくり  
２．柔軟な勤務形態の導入（フレックスタイム制、在宅勤務） 
３．代替要員の確保など、育児や介護休業制度を利用できる職場環境づくり  
４．出産や介護等で退職した場合の再雇用制度の導入 
５．パートタイマーなどの労働条件の改善 
６．男女間の賃金格差をなくす 
７．育児・介護休暇中の賃金、その他の経済的給付の充実 
８．保育や介護の施設・サービスの拡充 
 

 
 
 
 
９．企業経営者の意識改革 
10．働き続けることに対する家族や周囲の理解と協力  
11．その他（                                ）

 
 
問６．女性の社会進出は進みつつありますが、自治会・ＰＴＡ・その他各種団体の長

等、審議会委員や議員等には、まだ、女性が就くことが少ないのが現状です。
このように、企画や方針決定過程への女性の参画が少ない理由はなんだと思い
ますか。 
 

（該当する番号３つに○をつけてください） 

１．男性優位の組織運営 
２．家族の支援・協力が得られない 
３．女性の能力開発の機会が不十分 
４．女性活動を支援する人的ネットワーク不足 
５．家庭・職場・地域における性別役割分担や性差別の意識 
６．女性の側の積極性が十分でない 
７．女性の参画を積極的に進めようと意識している人が少ない 
８．制度や税制などの社会のしくみが女性に不利にできている 
９．その他（                                ）

具体的にお願いします。 
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問７．次にあげるＡからＧまでの言葉を、あなたはどの程度ご存知ですか。 
 
（ＡからＧまで、それぞれ該当する番号（１～３）の１つに○をつけてください） 

 
 

内
容
を
知
っ
て
い
る 

内
容
は
知
ら
な
い
が
、 

聞
い
た
こ
と
が
あ
る 

知
ら
な
い 

Ａ．男女共同参画社会 １ ２ ３ 

Ｂ．男女共同参画社会基本法 １ ２ ３ 

Ｃ．男女雇用機会均等法（雇用の分野における男女
の均等な機会及び待遇の確保に関する法律） １ ２ ３ 

Ｄ．育児・介護休業法（育児又は家族介護を行う労
働者の福祉に関する法律） １ ２ ３ 

Ｅ．ドメスティック・バイオレンス 
  （DV：配偶者・パートナーからの暴力） １ ２ ３ 

Ｆ．配偶者暴力防止法（配偶者からの暴力の防止及
び被害者の保護に関する法律） １ ２ ３ 

Ｇ．ジェンダー（社会的・文化的につくられた性別） １ ２ ３ 
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女性と職業についておたずねします。 
 
問８．あなたは女性が職業を持つことについてどう思いますか。 

 
（該当する番号１つに○をつけてください） 

１．女性は職業を持たないほうがよい 
２．結婚するまでは、職業を持つほうがよい 
３．子どもができるまでは、職業を持つほうがよい  
４．子どもができても、ずっと職業を続けるほうがよい 
５．子どもができたら職業をやめ、子どもが大きくなったら再び職業を持つほうがよい
６．子どもができたら職業をやめ、子育てに専念するほうがよい 
７．その他（                                 ）

 
 
問９．男性も育児・介護休業が取れますが、このことについて、あなたはどうお考え

ですか。 
 

（該当する番号１つに○をつけてください） 

１．男性も育児・介護休業を積極的に利用すべきである 
２．男性も育児・介護休業を取ることには賛成だが現実には取りづらいと思う 
３．育児・介護は女性がするべきであり、男性が休業を取る必要はない 
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問10． 2ページの質問Ｄで、あなたの職業について１、２、３のいずれかに○をつけ 
た方におたずねします。それ以外の方は問１１へお進みください。 

    あなたの職場では、男女平等になっていると思いますか。 
 
（AからＪまで、それぞれ該当する番号（1～６）の１つに○をつけてください） 

 
 

男
性
の
方
が
非
常
に
優
遇
さ
れ
て
い
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
男
性
の
方
が
優
遇
さ

れ
て
い
る 

平
等
に
な
っ
て
い
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
女
性
の
方
が
優
遇
さ

れ
て
い
る 

女
性
の
方
が
非
常
に
優
遇
さ
れ
て
い
る 

わ
か
ら
な
い 

Ａ．募集や採用 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

Ｂ．賃金 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

Ｃ．昇進・昇格 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

Ｄ．幹部への登用 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

Ｅ．仕事の内容 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

Ｆ．教育訓練・研修 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

Ｇ．退職・解雇 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

Ｈ．福利厚生 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

Ｉ．休暇の取得 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

Ｊ．その他（       ） １ ２ ３ ４ ５ ６ 
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男女平等についておたずねします。

 
問11．あなたは、現在、男女の地位はどの程度平等になっていると思いますか。 
 
（ＡからＨまで、それぞれ該当する番号（1～６）の１つに○をつけてください） 

 
 

男
性
の
方
が
非
常
に
優
遇

さ
れ
て
い
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
男
性

の
方
が
優
遇
さ
れ
て
い
る

平
等
で
あ
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
女
性

の
方
が
優
遇
さ
れ
て
い
る

女
性
の
方
が
非
常
に
優
遇

さ
れ
て
い
る 

わ
か
ら
な
い 

A．家庭生活 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

B．職場 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

C．地域活動の場 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

D．学校教育の場 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

E．法律や制度の上 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

F．社会通念、慣習、しきたり等 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

G．政治の場 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

H．社会全体として １ ２ ３ ４ ５ ６ 

 
問12．男女がともに社会のあらゆる分野で平等に、いきいきと暮らす社会を実現する

ためには、今後どのようなことが必要だと思いますか。 
（該当する番号２つに○をつけてください） 

１．女性自身が経済力をもつこと  
２．男性が女性の社会的地位の向上に関して、理解し、協力すること  
３．子どもの時から、家庭や学校で男女の平等について教えること 
４．女性が自分たちのあり方に対して、問題意識と自覚を持つこと 
５．女性が政治や社会活動に参画すること 
６．国、地方自治体が男女平等になるための施策の充実と普及啓発を行うこと 
７．就職、昇進、賃金などの職業上の男女不平等をなくすこと 
８．女性同士が協力し、問題解決に努めること 
９．その他（                               ）
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問13．あなたは日ごろ、老後の生活についてどの程度不安に思っていますか。 
 

（該当する番号（1～４）の１つに○をつけてください） 
１．大変不安に思っている 
２．ある程度不安に思っている 

問13－1と問14へお進みください 

３．あまり不安に思っていない 
４．まったく不安に思っていない 

問14へお進みください 

 
問13－1．（問13で１又は２に○をつけた方におたずねします） 

あなたは次のどのようなことに不安を感じますか。 
 

（該当する番号３つに○をつけてください） 
１．健康状態や身体能力が下がること 
２．ねたきりや痴呆になるのではないかという不安 
３．十分な介護が受けられるかどうかわからないこと 
４．子どもと同居できそうにないこと 
５．配偶者に先立たれる（先立たれた）こと 
６．家族の介護をしなければいけないこと 
７．相談相手や話し相手がいないこと 
８．生活費の不安（収入、蓄えがないこと） 
９．年金や医療などの福祉の水準が下がること 
10．安心して住める住宅が少ないこと 
11．高齢者の働く機会が少ないこと 
12．終生続くような趣味を持たないこと 
13．人生の目標がなくなること 
14．その他                         

                                               
問14．今後、あなたに介護が必要となった場合、主に誰に介護をしてもらいたいと思      

いますか。 
（該当する番号１つに○をつけてください） 

１．配偶者・パートナー      ２．娘            
３．息子             ４．娘の配偶者・パートナー  
５．息子の配偶者・パートナー   ６．施設や介護サービス専門家  
７．その他（                                ）

具体的にお願いします。 
 



 13

男女間の暴力についておたずねします。 
問15． 家庭内で起こる暴力、特に配偶者や恋人といった身近な人からの暴力、「ドメ 

スティック・バイオレンス（ＤＶ）」が社会問題となっていますが、あなたは 
身近で見聞きしたことがありますか。 

（該当する番号すべてに○をつけてください） 
１．自分が直接被害を受けたことがある 
２．相談を受けたことがある                   問 16へ 
３．相談を受けたことはないが、被害を受けた人を知っている 
４．自分の身近で被害を受けた人は知らない             
５．言葉自体を知らない                    問 18へ 
６．その他（                      ）     

 
問16．問15で１又は２に○をつけた方にお聞きします。 

そのとき、あなたはどこに（誰に）相談されましたか。 
（該当する番号すべてに○をつけてください） 

１．配偶者以外の家族       ２．友人、知人 
３．警察                          ４．市役所の窓口 
５．県の相談窓口（女性相談センター）              問 18へ 
６．民生委員・人権擁護委員        ７．同じ経験をした人 
８．医師、カウンセラー 
９．その他（                      ） 

    10．どこに（誰に）も相談しなかった 問17へ 
 
問17．問16で10の「どこにも相談しなかった」に○をつけた方におたずねします。 

相談しなかったのは、なぜですか。 
（該当する番号すべてに○をつけてください） 

１．どこ（誰）に相談して良いのか分からなかった 
２．恥ずかしくて誰にも言えなかった 
３．相談しても理解してもらえないと思った 
４．相談しても解決につながらないと思った 
５．相談したことが判ると、仕返しやもっとひどい暴力を受けると思った 
６．自分（被害者）さえ我慢すれば、何とかこのままやっていけると思った 
７．他人を巻き込みたくなかった 
８．子どもに危害が及ぶと思った 
９．相談するほどではないと思った 
10．自分（被害者）にも悪いところがあると思った 
11．そのことについて、思い出したくなかった 
12．相手の行為は愛情の表現だと思った 
13．その他（                                 ）



 14

問18．あなたは、セクシュアル・ハラスメント（※２）に関して、経験したことや見 
聞きしたことがありますか。（ 経験：被害を受けた、実際に身体的・心理的暴 
力行為を受けた ） 

（該当する番号すべてに○をつけてください）  

１．自分が直接経験をしたことがある 
２．経験はないが、知識としては知っている 
３．経験はないが、言葉としては聞いたことがある 
４．相談を受けたことがある 
５．相談を受けたことはないが、被害を受けた人を知っている 
６．自分の身近で被害を受けた人は知らない 
７．言葉自体を聞いたことがない 
８．その他（                                ） 

 
※２ セクシュアル・ハラスメント（セクハラ） 
   職場や地域活動のなかで、「相手の意に反する性的な言動によって、不利益を与えたり環境

を悪化させること」と言う意味で使われています。特定の相手への性的な欲求や関心にもと
づく嫌がらせはもちろんですが、「女（男）はこうあるべき」という固定観念にもとづいた
差別的な言動や役割の強要も含まれます。たとえば、身体を触ったり、宴会などで無理矢理
お酌やダンスをさせたり、ひわいな冗談を言ったりすることなどです。 

     
 
問19．ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ：夫婦、恋人同士などの親しい間で、身 

体的・心理的な暴力を受けること）やセクシュアル・ハラスメント（性的いや 
がらせ）が社会問題となっていますが、これらをなくすためには、どのような 
ことが必要だと思いますか。 

（該当する番号すべてに○をつけてください） 

１．男性に対しての、ＤＶ、セクシュアル・ハラスメントについての意識啓発 
２．女性に対しての、ＤＶ、セクシュアル・ハラスメントについての意識啓発  
３．法律や制度の制定や見直しを行う（罰則の強化など）  
４．犯罪の取り締まりを強化する  
５．過激な内容のビデオ、ゲーム等の販売や貸し出しを禁止又は制限する 
６．被害者を支援し、暴力に反対する住民運動を盛り上げる  
７．被害者のための相談窓口、保護施設を整備する 
８．加害者に対するカウンセリングや更生を促すプログラムを実施する 
９．放送、出版、新聞などのマス・メディア倫理規定を強化する 
10．家庭や学校において、男女平等や性についての教育を充実させる 
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母性保護についておたずねします。

 
問20．女性には、妊娠や出産のための身体機能が備わっています。このことを女性だ 

けのこととして考えるのではなく、社会全体で保護していくために、どんなこ 
とが必要だと思いますか。 

（該当する番号２つに○をつけてください） 
１．学校や家庭において、性、結婚、妊娠などについて教育・研修できる機会を増やす 
２．男性も女性も、妊娠や出産の大切さについて、あらためて考え、理解を深める事業を
行う 

３．行政が妊娠や出産の大切さについての情報をもっと提供していく 
４．行政がおこなう保健事業（健康診断、がん検診、健康相談など）をもっと充実させる
５．職場において出産休暇や育児休暇を充実させるなど、働く女性の母性を保護するため
の環境整備をおこなう 

６．健康づくりのため、生涯を通じたスポーツやレクリエーション活動を盛んにする 
７．育児の負担を軽減する制度を充実する 
８．その他（                           ）  

 
男女共同参画社会の実現に必要と思われることについておたずねします。

 
問21．男女共同参画社会実現のために、行政（国・県・市）はどのようなことに力を 

入れていくべきだと思いますか。   
（該当する番号３つに○をつけてください） 

１．法律・制度の制定や見直しを行う 
２．女性を政策決定の場や管理職に積極的に登用する 
３．各種の団体における女性リーダーを養成する 
４．職場における男女の均等な取り扱いについて、周知徹底を行う 
５．職業能力の開発や職業訓練機会の充実を図る 
６．男女がともに多様な働き方を選択できる環境を整備する 
７．保育の施設・サービスや高齢者等の施設・介護サービスを充実させる 
８．学校教育や社会教育・生涯学習の場で男女の平等と相互理解・協力についての学習の
機会を充実させる 

９．女性の生き方に関する情報提供や交流・学習の機会を充実させる 
10．悩みや問題解決を助ける相談サービスを充実させる 
11．各国の女性との交流や情報提供などの国際交流を推進する 
12．男女平等について理解を深める広報啓発活動を充実させる 
13．その他（                                ） 
14．特にない 

質問は以上ですが、次頁に、ご意見・ご感想がありましたらお聞かせください。 
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調査にご協力をいただき、本当にありがとうございました。 
お手数ですが、同封しました返信用封筒（切手は不要です）に入れて１月３１日（土）
までにお近くのポストに投函してください。 

◆ 男女共同参画に関するご意見・ご感想がありましたら、ご自由にお書きください。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


